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平
成
18
年
中
（
平
成
18
年
1
月

1
日
〜
12
月
31
日
）
に
、
次
の
よ

う
な
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必

ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
土
地
・
家
屋

①
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

②
登
記
を
し
て
い
な
い
家
屋
の
所

有
者
が
変
わ
っ
た
場
合

③
土
地
の
状
態
や
利
用
状
況
が
変

わ
っ
た
場
合

※
登
記
が
完
了
し
た
土
地
異
動
・

所
有
権
移
転
の
場
合
は
申
告
は

不
要
で
す
。

④
そ
の
他
、
今
年
4
月
に
お
届
け

し
た
「
課
税
明
細
書
」
の
内
容

と
比
べ
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

な
ど

■
償
却
資
産

　
　

償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
地

方
税
法
に
よ
り
毎
年
1
月
1
日

時
点
の
償
却
資
産
の
現
状
を
申

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）の

異
動
申
告
は
平
成
19
年
1
月
19
日（
金
）ま
で
に
!!

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

《
申
告
・
問
合
せ
》

　

税
務
課
資
産
税
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

耐震改修工事完了時期 固定資産税
の減額期間

平成18年1月1日〜
平成21年12月31日

3年度分

平成22年1月1日〜
平成24年12月31日

2年度分

平成25年1月1日〜
平成27年12月31日

1年度分

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

昨
年
度
以
前
か
ら
申
告
を
し

て
い
る
方
に
は
、
12
月
中
旬
に

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

同
封
の「
償
却
資
産
明
細
書
」を

参
考
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

ま
た
、
今
回
初
め
て
申
告
さ

れ
る
方
は
、
全
資
産
を
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
償
却
資
産
と
は
〉

　
　

会
社
や
個
人
で
、
工
場
・
商

店
な
ど
を
経
営
、
ま
た
は
農
・

林
・
水
産
業
を
営
ん
で
い
る
方

が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い

る
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど
の

資
産
を
い
い
ま
す
。

〈
農
業
用
資
産
の
扱
い
は
〉

　
　

農
業
用
の
機
械
・
備
品
（
乾

燥
機
・
籾
す
り
機
・
精
米
機
な

ど
）
は
償
却
資
産
と
し
て
固
定

資
産
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
の

で
、必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
18
年
1
月
1
日
以
降
に
既

存
住
宅
に
対
し
て
耐
震
改
修
工
事

を
実
施
し
、
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
、
固
定
資
産
税
額
が
一
定

期
間
減
額
さ
れ
ま
す
。

▽
対
象
住
宅

　
　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

す
住
宅
が
減
額
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

①
昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
に
建

て
ら
れ
た
も
の

②
平
成
18
年
1
月
1
日
〜
平
成
27

年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
建

築
基
準
法
に
基
づ
く
現
行
の
耐

震
基
準
に
適
合
し
た
改
修
工
事

を
施
し
た
も
の

③
1
戸
当
た
り
の
工
事
費
が
30
万

円
以
上
の
も
の

▽
減
額
税
額

　
　

耐
震
改
修
を
し
た
住
宅
の
固

定
資
産
税
額
の
2
分
の
1
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

※
1
戸
に
つ
き
1
2
0
平
方
メ
ー

ト
ル
相
当
分
ま
で
が
対
象
と
な

り
ま
す
（
併
用
住
宅
は
居
宅
部

分
の
み
）。

▽
減
額
期
間

　
　

減
額
さ
れ
る
期
間
は
、
耐
震

改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
の
翌

年
度
分
か
ら
、
工
事
完
了
時
期

に
応
じ
て
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
減
額
手
続

　
　

減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

は
、
耐
震
改
修
減
額
申
告
書
に

現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た

工
事
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

指
定
確
認
検
査
機
関
（
地
方
公

共
団
体
・
建
築
士
・
指
定
住
宅

性
能
評
価
機
関
・
指
定
確
認
検

査
機
関
）
な
ど
が
発
行
す
る
証

明
書
、
お
よ
び
耐
震
改
修
工
事

代
金
領
収
書
を
添
え
て
、
改
修

後
、
原
則
3
カ
月
以
内
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

ご
存
じ
で
す
か
？
耐
震
改
修
を
し
た
住
宅
の

固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ


